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浜松市総合雨水対策計画（案）について

１．要旨 

 近年の降雨の激甚化や宅地化の進行に伴う地盤の保水能力の低下などに起因した浸水被害

に対し、関連部局が連携し、流域全体で効果的かつ戦略的に浸水対策を推進するため、重点対

策エリアとその対策方針をまとめた「浜松市総合雨水対策計画」を策定する。

２．背景 

・ 本市では、浸水被害から生命・財産を守るため、河川や下水道整備のほか、校庭等への雨水

貯留施設や水田の保全、湛水の防除など、これまで各管理者が個々に雨水対策を実施してきた。

・ しかしながら、これら雨水排水施設の整備には長期間を要し、また、大型台風の襲来や集中

豪雨の増加、更には宅地化の進行に伴う地盤の保水能力の低下などにより、依然として市内

各地で浸水被害が発生している。

・ これまでのハード対策に加え、市民自らがリスクを察知し、主体的な自助、共助を促進する

ソフト対策も組合せた総合的な雨水対策が求められている。

３．計画の概要（詳細は別添の概要版及び本編を参照）

（１）計画の位置付け 

・ 河川整備計画に基づく整備に

は、概ね 20～30 年間かかり、

浸水対策には長期間を要すた

め、整備優先度の高いエリアを

「選択」し、今後 10 年間を対

象に、関連部局が同じ対策目標

のもとで事業を「集中」するこ

とにより、浸水被害の早期軽減

を図る。 

（２）重点対策エリア 

・ 市内を 132 エリアに分割し、「浸水リス

ク」と「保全資産損害リスク」による

エリア別の評価を行い、12 箇所の重点

対策エリアを選定した。 

（３）対策の柱、目標 

・ 重点対策エリアを対象に、「水を流す」

「水を貯める」「川を知る」を対策の柱

に設定した。 

・ 時間雨量50mm以上の降雨に対して浸水被

害を軽減することを目標とする。 

重点対策エリア位置図（12 エリア） 

⑨五反田川エリア

⑪狢川エリア

⑦安間川中流エリア

⑫東芳川エリア

⑧芳川第二エリア

⑩寺脇西エリア

⑤曳馬川・新川エリア

④鴨江排水路エリア

⑥九領川エリア

①高塚川エリア

③堀留川低平地エリア

②堀留川上流エリア
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